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主 催 
ＸＲ・メタバース等産業展 2024 実行委員会 

【構成】東京都、(一社)ＸＲコンソーシアム 

(一社)Metaverse Japan、東京商工会議所 

展示会名称 ＴＯＫＹＯ ＸＲ・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド 

会 期 

【リアル開催】   令和６年１月２６日（金）～２８日（日） 

東京ビッグサイト 南３・４ホール（江東区有明 3-11-1） 

【オンライン開催】 令和６年１月１９日（金）～３１日（水） 

公式ＷＥＢサイト（https://xr-meta-biz.tokyo） 

申 請 受 付 令和５年１０月１９日（木）～１２月８日（金）１７：００まで 

申 請 方 法 
以下の公式 WEB サイトにて必要事項をご入力ください 

https://xr-meta-biz.tokyo 

事 務 局 

（問合先） 

ＸＲ・メタバース等産業展 2024 運営事務局 

電話番号：050-8892-0260 （平日１０時～１８時） 

メールアドレス：info@xr-meta-biz.tokyo 

 

◆出展のご案内 

ＴＯＫＹＯ ＸＲ・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド 
 

出展募集要項 

https://xr-meta-biz.tokyo/
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ＸＲ・メタバースとコンテンツ等の事業者が一同に会す展示商談会です！ 
 

東京には、市場の成長が見込まれるＸＲ・メタバース関連の事業者や、 

リッチなデジタル空間の創出に不可欠なコンテンツ関連の事業者が集積しています。 

こうした強みを都内産業の成長につなげるため、 

関連する事業者やクリエイターの方々が一堂に会する展示会を開催し、 

それぞれの強みを活かした企業間連携の創出や、販路の拡大、情報の収集・交換など、 

参加される皆様方に、多様なビジネスチャンスを提供してまいります。 

 

■本展示会の特徴・出展メリット 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出展料】 
出展料は参加しやすい価格になっており、

多くの事業者の出展をお待ちしておりま

す！ 

【様々な業種の出展者】 
ＸＲ・メタバースを中心にブロックチェー

ン、ＮＦＴ、ＤＡＯ、ＡＩ、アニメ、マン

ガ、ゲーム、映像・音楽等のコンテンツ等の

様々な業界の方々が対象です！ 

【様々なピッチイベントの開催】 
ビジネス系ピッチやアニメ・アバター・音楽

コンテスト等のピッチイベントを開催！自社

コンテンツのＰＲだけでなく、賞金獲得を目

指してぜひチャレンジを！ 

【豊富なイベント・体験企画】 
ＤＪ、Vtuber等によるステージ企画や、今

後の未来等を語り合うセミナー・セッション

等を開催！ＸＲ・メタバース体験やワークシ

ョップメニューも豊富です。 

ＴＯＫＹＯ ＸＲ・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールドとは 
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■開催期間・場所 

 

【リ ア ル 開 催】2024年１月 26日（金）～１月 28日（日） 東京ビッグサイト 

 

【オンライン開催】2024年１月 19日（金）～１月 31日（水） 公式ＷＥＢサイト内 

 

■会場アクセス 

 

東京ビッグサイト  

南展示棟３・４ホール 
 

【所在地】 

〒135-0063  

東京都江東区有明３丁⽬１１−１ 

 

 

 

■出展対象  

 

東京都を中心に国内外で事業を展開する中小企業や個人事業主(クリエイター等)、団体等 

＜ＸＲ・メタバース関連＞ 

ＸＲ、メタバース、ブロックチェーン、ＮＦＴ、ＤＡＯ、ＡＩ、 

関連デバイス・システム など 

＜コンテンツ関連＞ 

 アニメ、マンガ、キャラクター・デザイン、ゲーム、映像、音楽、ライバー、 

イベント制作 など 

  その他、上記に関連する事業者 
 

AR/VR/MR等の制作者

教育・ビジネス向けAR/VR/MR等活用事業者

Vtuber、バーチャル関連事業者 等

メタバースプラットフォーマー、

メタバース空間構築事業者、

メタバース内での活動者 等

アニメ、ゲーム、マンガ、映像、

音楽クリエイター、音楽制作企業

ライブ配信事業者、ライバー

イベント制作、舞台設計会社

ブロックチェーン構築、

NFTアーティスト、NFTコミュニティ、

デジタル通貨、DAO関連、AI関連、

決済関連、その他web3関連事業者

想定事業者

開催概要 

メタバース関連 

コンテンツ関連 web3・AI関連 

XR関連 
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■出展料  

 

出展対象区分 
ハイブリッド出展 オンライン出展のみ 

都内企業 都外企業 都内企業 都外企業 

① 中小企業・団体等 77,000円 165,000円 16,500円 

同左 

② 小規模企業者等 55,000円 165,000円 16,500円 

③ 個人事業主等 16,500円 33,000円 4,400円 

④ 大企業 165,000円 165,000円 16,500円 

※１：金額は税込です。 

※２：出展対象区分により、リアル出展の小間サイズ（次頁）が異なります。 

※３：都内企業とは都内に本店または支店等があることを指し、個人事業主の場合は都内

で実質的に営業していることを指します。 

※４：大企業が実質的に経営に参画している中小企業者の場合、審査において、「④大企

業」区分の出展として判断する場合があります。 

 

■対象区分の定義  

 
※１：中小企業者とは、中小企業基本法第２条第１項に規定されているものをいう。 

業種 資本金及び常用従業員数 

製造業・建設業・運輸業・その他の業種 ３億円以下又は300人以下 

ゴム製品製造業の一部 ３億円以下又は900人以下 

卸売業 １億円以下又は100人以下 

サービス業 5,000万円以下又は100人以下 

ソフトウェア業、情報処理サービス業 ３億円以下又は300人以下 

旅館業 5,000万円以下又は200人以下 

小売業 5,000万円以下又は50人以下 

 

※２：中小企業団体等とは、中小企業等協同組合法に基づく組合（事業協同組合等）又は中小企業団体の組織に関す 

る法律に基づく中小企業団体（協業組合等）であって、その構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有する中

小企業であるものをいう。 

※３：大企業（協同組合組織その他の事業者を含む）とは、上記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営むものを 

いう。ただし、中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合は除く、 

※４：大企業が実質的に経営に参画しているとは、次のいずれかの場合です。 

   ・大企業が単独で発行株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有または出資している 

   ・大企業が複数で発行株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有または出資している 

   ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合 

例） 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。但し、当該役員又は職員が 

いわゆる副業により兼務し、経営の自主性、独立性が損なわれていないことが認められる場合を除く。 

※５：小規模企業者 とは、前記の中小企業者のうち、 基準日現在 で以下に該当するもの（中小企業基本法第２条第 

５項及び労働基準法第 20 条）。なお、中小企業団体等の場合は、構成員の内訳にかかわらず、小規模企業者と

出展概要 
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◆前頁の出展対象区分①・②・④の方 

 

小間サイズ W3000mm×D3000mm 

 

＜標準設備＞ 

・バックパネル・サイドパネル 

(W3000mm×H2400mm) 

・出展製品ＰＲボード(W1200mm×H300mm)  

・突き出し社名板（W420ｍｍ×H300ｍｍ） 

・LED ライト（社名版の裏に直管型を設置） 

・受付カウンター（W900㎜×D450㎜×H800㎜） 

※設置個数は小間数を上限とする。                                         

・スタッキングチェア２脚 

・コンセント（２口１個・単相２線 100V10A まで） 

・有線 LAN 

 

 

◆前頁の出展対象区分③の方 

 

小間サイズ W1500mm×D3000mm 

 

＜標準設備＞ 

・バックパネル 

(W1500mm×H2400mm) 

・社名版(W900mm×H300mm) 

・LED ライト（社名版の裏に直管型を設置） 

・受付カウンター１台 

（W900mm×D450mm×H800mm） 

※設置個数は小間数を上限とする。                   

・スタッキングチェア２脚 

・コンセント（２口１個・単相２線 100V5Aまで） 

・有線 LAN 

はみなしません。 

業種 常用従業員数 

製造業・その他 20人以下 

商業（卸売業・小売業）・サービス業 5人以下 

 

※６：個人事業主とは、個人が事業所得を得るための事業を行い、開業届出書を提出しているものをいう。 

 

■出展ブース  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 標準装備以外のオプション設備（有料）は、出展者説明会でご説明いたします。 

・ 標準装備以上の照明器具やコンセント等の電気供給を希望される場合は、出展決定後に申請が必要です。工

事費用はご負担いただきます。 

・ バックパネル・サイドパネルには、釘打ち、穴あけ、画鋲止め、壁紙等の表具はできません。Ｓ字フック、チェーンや

マジックテープ、弱粘性の両面テープなどをご利用ください。 

・ 基本設備に含まれるブース装備品破損の場合は、修理費を請求させていただく場合があります。 

・ 小間の場所は指定できません。全体の出展構成を検討し、主催者側で決定させていただきます。 

・ 展示会場内には、Wi-Fi（無線 LAN）をご用意しております。 

・有線でのインターネット通信環境についても整備します。出展コンテンツの通信容量によっては、有料とさせていた

だく場合がありますのでご了承ください。

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。 
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■出展までのサポート体制について  
 

 産業展示会への出展経験がなくても安心して出展していただけるように事務局にコンシェ

ルジュチームを組成します。出展に関する効果を最大限引き出すためのコンサルティング

を実施し、出展までのサポートと事業者間のマッチングを牽引いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展についてお悩みの方、事前の交流等をご希望の方に向けた説明会・プレイベン

トの案内等も適宜行います。 

 

開催期間中だけでなく、展示会開催終了後の商談等のサポートもいたします！ 
 

 

 

■出展準備について  

 

・出展者説明会を２０２３年１２月中旬に開催いたします。出展者の方は説明会参加また

はアーカイブ配信視聴いずれかが必須となります。 

・標準装備以外のオプション設備や出展に係る費用は各出展者自身のご負担となります。 

・本展示会は平日、休日の３日間開催のため、日程毎に来場者層が異なることが想定され

ます。出展物を各日毎に工夫するなど、来場する方が魅力に感じるようなブースづくりを

お願いいたします。 

 

 

■出展内容について  

 

・場内での裸火の使用や消防法令における危険物の持込、ドローンなど飛行物を操作する

行為は原則禁止します。 

・本展示会場での即売行為は原則認められません。 

・サンプル品として配布するものについては、事前に申請し許可を得ることが必要です。 

・事務局は、騒音、振動、臭気、実演方法、使用する材料など展示会運営に支障をきたす

恐れのある実演や本展示会の目的に合致しない展示物の展示を制限、禁止又は撤去する権

限を有するものとします。 

☑ブース・販促関連の制作物の制

作・既存顧客への案内などのサポート 

 

☑基本小間に加えてアップセルメニュ

ーを紹介するなど、事業者の規模や

サービスにわせたコンサルティング 

 

☑個別質問だけでなく、効果的な展

示にあたっての随時相談受付 

☑専任コンシェルジュが担当する事業

者同士を直接的に繋ぎ、ビジネスマッ

チングを促進 

 

☑具体的な協業案やコラボレーション

の可能性を提案 

 

☑展示会全体を通じて事業者間の出

展成果を引き出す 

出展サポート 
 

事業者間マッチング 
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■展示会場について  

 

・東京ビッグサイト南展示棟３・４ホールにて、実施いたします。 

・事務局にて、全出展者宛て出展決定通知を送付後、ブース配置図を作成するため、イメ

ージ図等の掲載はしておりません。作成次第、出展者にはお知らせいたします。 

・出展者のブース配置に関しては、事務局にて決定いたしますのでご容赦願います。 

・ブース配置図作成後、展示効果の向上のため、主催者で会場レイアウトの変更、再配置

を行うことがありますので、ご留意ください。 

 

 

■搬入出及び開催当日について  

 

・搬入出については会場周辺の交通規制、並びに会場規則等を遵守していただきます。 

・出展者は、自己又はその代理人の不注意、その他によって生じた会場設備もしくは展示

会の建造物又は人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。 
 

 

■その他 

 

 本展示会のステージプログラムにて、ビジネス

マッチングやクリエイター奨励を目的としたピッ

チイベントを開催予定です。 

ピッチイベントにエントリーできるのは原則、

出展者のみとなっており、賞金等も贈呈予定で

す。この機会をぜひご活用ください。 

なお、エントリーは、都内企業（※）であるこ

とを応募要件とします。詳細は１１月上旬頃、Ｈ

Ｐ上にて案内予定です。 

 

 

※都内企業とは都内に本店または支店等があることを指し、個人事業主の場合は都内で

実質的に営業していることを指します。 
     

 

出展説明会（オンライン）を実施します！下記開催回 

以外も公式ＷＥＢサイト上にて情報を随時更新します！ 

日時：2023 年 10 月 24 日（火） 18 時～20 時 
配信媒体：Zoom ウェビナーを予定 

申込方法：公式 WEB サイトから申し込み 
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スケジュール 

 

2023 年 10⽉～11 月 出展説明会（オンライン・オフライン） 

          ※公式ＷＥＢサイト上にて情報を随時更新 

 

2023 年 12⽉8⽇   出展申し込み締切り（17：00 まで） 

 

2023 年 12⽉上旬まで  出展決定通知 

 

2023 年 12⽉22 日     出展料支払い期限 

 

2023 年 12⽉中旬  出展者説明会等 

 

2023 年 12⽉下旬     WEB サイトにて出展者情報順次掲載開始 

 

2024 年 1⽉19⽇      オンライン展示会開催 

 

2024 年 1⽉24⽇〜25⽇ 搬入・出展準備 

 

 

2024 年 1⽉26⽇〜28⽇ 

 
ＴＯＫＹＯ ＸＲ・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド開催 

 

 

2024 年 1⽉28⽇       搬出・会場撤去 

 

2024 年 1⽉31⽇       オンライン展示会終了 
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■申込期間  

 

 2023 年 10 月 19 日（木） ～ 12 月８日（金） 17：00 まで 

 

■申込方法  

 

 公式 WEBサイトから登録フォームに必要事項を入力してお申込みください。 

 https://xr-meta-biz.tokyo   （右の QR コードからもアクセス可能です） 

 

 ※また、合わせて以下のアップロードが必要になります。 

対象 必要なもの 詳細 

全員 
出展対象区分（所在地・業種・資本

金・従業員数等）を確認できるもの 

＜法人の場合＞会社概要・会社案内等 （HPの写しでも

可、HPがない場合は登記簿謄本等） 

＜個人事業主の場合＞事業概要・事業案内等（HPの写しで

も可、HPがない場合は下記の開業届の写し等でも対応可） 

出展対象

区分②の

方のみ 

小規模企業者等であることを確認で

きるもの 
税務署申告時に提出する「法人事業概況説明書」 等 

出展対象

区分③の

方のみ 

個人事業主等であることを確認でき

るもの 

「開業届出書」や「青色申告書」等の個人で事業を行ってい

ることを示す書類 等 

全員 
出展する主な製品サービス等を確認

できるもの 

カタログデータをアップロードしてください。カタログデータがな

い場合はHPのURLを記載してください。 

 

 

■申込時の注意事項  

 

・出展に際し、運営事務局で審査を行います。ご希望に沿えず出展できない場合もございますので、あらかじ

めご了承ください。申込後に出展できなかった場合の補償等はありません。 

・申込多数の場合は、期限前に募集を終了させていただく場合があります。 

・出展申込の際は、出展募集要項及び出展規約の記載事項を必ずご確認頂き、同意の上でお申し込みくだ

さい。 

 ・出展申込後の出展の取り消しは原則として認めておりません。申込者の都合により、出展取り消しとなった場

合、別途定めるキャンセル料が発生する場合があります。 

・申込フォームに一時保存機能はありません。入力途中で画面を閉じると、入力内容は失われますのでご留

意ください。 

出展申込方法 

https://xr-meta-biz.tokyo/
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※WEBサイト内に入力内容をあらかじめ記載できるWordファイルをご用意しておりますので、ご活用ください。 

 

【参考】入力項目例（下記以外にも入力いただく項目があります） 

   ☆企業概要（社名・所在地・社員数・資本金等の基本情報） 

   ☆申込区分 

   ☆出展内容 

☆出展PR（２０字以内） 

☆出展物名・展示内容詳細 

 

 

■問い合わせ先 

 

 ご不明な点等がございましたら、以下にお気軽にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＸＲ・メタバース等産業展 2024 運営事務局 

電話番号：050-8892-0260 （平日１０時～１８時） 

メールアドレス：info@xr-meta-biz.tokyo 
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ＴＯＫＹＯ ＸＲ・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド出展規定 

 

ＸＲ・メタバース等産業展 2024 実行委員会  

 

1 事務局 

本規定における「事務局」とは、ＴＯＫＹＯ ＸＲ・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド 

（以下、「本展示会」という。）におけるＸＲ・メタバース等産業展 2024 実行委員会（以下、「主催者」

という。）及び本展示会運営業務委託先である京王観光株式会社（以下、「受託者」という。）が組織

する本展示会の事務局を指します。 

 

２ 契約の成立  

(1) 事務局が申込書を受領後、確認・審査のうえ承認して出展承諾通知を発送した時点で、契約が

成立するものとします。契約成立後、御請求書を発行・送付します。  

なお、出展が適当でないと主催者が判断した場合、申し込みをお断りする場合もあります。 

    (2)１小間あたりの出展料は、以下のとおりです。  

出展対象区分 
ハイブリッド出展 オンライン出展のみ 

都内企業 都外企業 都内企業 都外企業 

⑤ 中小企業・団体等 77,000円 165,000円 16,500円 

同左 
⑥ 小規模企業者等 55,000円 165,000円 16,500円 

⑦ 個人事業主等 16,500円 33,000円 4,400円 

⑧ 大企業 165,000円 165,000円 16,500円 

※１：金額は税込です。 

※２：出展対象区分により、リアル出展の小間サイズ（P5「出展ブース」参照）が異なります。 

※３：都内企業とは都内に本店または支店等があることを指し、個人事業主の場合は都内で実質的に営業していることを 

指します。 

※４：大企業が実質的に経営に参画している中小企業者の場合、審査において、「④大企業」区分の出展として判断する場合が 

あります。 

  (3)対象区分の定義は、以下のとおりです。 

※１：中小企業者とは、中小企業基本法第２条第１項に規定されているものをいう。 

業種 資本金及び常用従業員数 

製造業・建設業・運輸業・その他の業種 ３億円以下又は300人以下 

ゴム製品製造業の一部 ３億円以下又は900人以下 

卸売業 １億円以下又は100人以下 

サービス業 5,000万円以下又は100人以下 

ソフトウェア業、情報処理サービス業 ３億円以下又は300人以下 

旅館業 5,000万円以下又は200人以下 
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小売業 5,000万円以下又は50人以下 

※２：中小企業団体等とは、中小企業等協同組合法に基づく組合（事業協同組合等）又は中小企業団体の組織に関する法律に基づく中

小企業団体（協業組合等）であって、その構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有する中小企業であるものをいう。 

※３：大企業（協同組合組織その他の事業者を含む）とは、上記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営むものをいう。ただし、

中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合は除く。 

※４：大企業が実質的に経営に参画しているとは、次のいずれかの場合です。 

   ・大企業が単独で発行株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有または出資している 

   ・大企業が複数で発行株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有または出資している 

   ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合 

例） 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。但し、当該役員又は職員がいわゆる副業により 

兼務し、経営の自主性、独立性が損なわれていないことが認められる場合を除く。 

※５：小規模企業者 とは、前記の中小企業者のうち、 基準日現在 で以下に該当するもの（中小企業基本法第２条第５項及び労働基準法

第 20 条）。なお、中小企業団体等の場合は、構成員の内訳にかかわらず、小規模企業者とはみなしません。 

業種 常用従業員数 

製造業・その他 20人以下 

商業（卸売業・小売業）・サービス業 5人以下 

※６：個人事業主とは、個人が事業所得を得るための事業を行い、開業届出書を提出しているものをいう。 

 

  (4) 基本出展にて事務局が提供するものは、以下のとおりです。 

a. 出展募集要項に提示している基本ブース、及び標準設備として明示している什器・社名板等  

b. 会場使用費用（照明・空調費含む）出展者証  

c. 共用部分使用料  

d. 広報宣伝費（来場案内チラシ・ポスター・案内状等）  

e. 来場者サービスに係わる費用（会場案内看板等）  

f. 事務局企画運営・安全管理・会場警備費用 

    その他、通常出展料に含まれない設備・装飾などは別途ご負担いただきます。 

 

３ 出展料の請求及び支払い  

(1) 出展者は、出展料の請求額を令和５年 12 月 22 日（金）までに指定の口座にお振込みください。 

(2) 支払期限までに出展料のお支払いが確認できない場合、出展のお申し込みを取り消すことがあ

ります。  

(3) 振込に係る手数料は出展事業者負担とさせていただきます。  

(4) 海外からの送金によるお支払いは、原則お断りさせていただいております。 

(5) 各プランで提供するメニューを利用しない場合も、出展料金は減額しません。  

  

４ 出展のキャンセル  

出展のキャンセルまたは変更がある場合、申込者はその旨を事務局に Email や電話等で通知してく
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ださい。ただし、契約成立後、次項の小間位置等の理由からキャンセルされる場合においても、出展

料金の返金は致しませんのでご注意ください。 

５ 小間位置の決定（リアル展示会において）  

(1) リアル展示ブースの出展小間位置は、事務局にて業種及びブース形態等を鑑み、割り振りをさ

せていただきます。申込み時の希望並びに変更の申し出は認められないものとします。  

   (2) 展示効果の向上のため、主催者で会場レイアウトの変更、再配置を行うことがあります。  

   (3) （2）によりブース位置を変更した場合においても、出展者はブース位置の変更に対する賠償請

求は行えないものとします。  

 

６ 利用環境 

オンライン出展を利用いただくにあたっての通信環境や機材（コンピュータ、通信機器、ウェブカ

メラやマイク等）等はすべて出展事業者自身でご用意ください。  

なお、ご用意いただいた機材によるトラブルや機会損失に関して、主催者及び事務局は一切の責任

を負わない事とします。  

 

７ 転貸の禁止  

出展プラン及び、配置決定小間の全部又は一部を転貸、売買、交換または譲渡することはできませ 

ん。  

 

８ 共同出展  

(1) 共同で出展を申し込む場合は、１社が代表して申し込み、出展料金を支払ってください。また、

申し込みの際に必ず事務局へご相談ください。 

(2) 事務局に申請なく、または、事務局に通知した共同出展者と異なる企業が共同出展しているこ

とが認められた場合は、出展を中止し撤去を求めることがあります。  

 

９ 販売行為及びサンプル等の配布について（リアル出展において） 

(1) 出展物及びその他の物品のテストマーケティング及びサンプル等の配布については事務局に申

請が必要です。なお、即売行為は原則認められません。 

(2)本展示会にて提供・配布された製品等に関して損害等が発生した場合、主催者及び事務局は一切

の責任を負わない事とします。 

 

10 出展物の設置及び撤去（リアル出展において） 

(1) 出展者は、後日事務局より通知された時間内に出展物等の会場への搬入及び設置を行うものと

します。  

(2) 出展者は、小間内の出展物の設置を、会期初日の午前 9 時 00 分までに完了させるものとします。  

(3) 出展者が(2)の時刻までに自社の小間を占有しなければ、事務局は契約が解除されたものとみな

し、当該場所を事務局が使用できる権利を有するものとします。  

 (4) 出展者は、会期中の出展物等の搬出、移動及び搬入の際は、必ず事務局の承認を得た後に作業を
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行うものとします。  

(5) 出展者は、小間内の出展物、装飾品等を、後日事務局より通知される時間内に撤去するものと

します。指定された時刻までに撤去されない物については、出展者の費用により事務局が撤去し

ます。 

 

11 展示場の使用（リアル出展において）  

(1) 会場内での裸火の使用や消防法における危険物の持込、リチウムイオン電池を用いた機器の実

演(ドローン等)は禁止です。ただし、管轄消防庁が出展物の実演のためにやむを得ないと判断し

たものについては、禁止行為の解除を行うことができますので、事前に事務局にご相談ください。  

(2) 実演または他の宣伝営業活動は、すべて自社展示小間内において行うものとします。 

(3) 出展者は、実演又は宣伝活動のために、小間近くの通路が混雑し、他の出展者の営業活動を妨

害することがないように責任を持つものとします。  

(4) 出展者は、他の小間に隣接している場所では、隣接する小間の妨害となるような小間の設営を

行うことはできません。  

(5) 事務局は、近隣の小間の出展者から苦情が出た場合、事務局が展示会運営上の立場から小間の

変更が必要であると判断した場合には、当該小間の出展者は、その変更の求めに応じるものとし

ます。  

(6) 事務局は、出展に係わる音、操作、材料、その他の理由から問題があると思われる展示物又は

展示会の目的と両立しない展示物の展示を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。  

(7) 事務局は、展示会運営上の立場から問題があると判断した場合には、展示に係る人、物、行為、

印刷物等を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。なお、その際の撤去は、出展者

側の責任により行うものとします。 

   (8) 主催者は、(6）及び(7)による制限、禁止又は撤去により当該出展者に生じた損害について、一

切の責任を負わないものとします。 

  

12 主催者の管理と免責 

(1) 主催者は、会場の安全管理について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払うものと

しますが、出展物の管理及び保全については、各出展者の責任のもと行ってください。  

(2) 主催者は、天災その他やむを得ない事情及び主催者に起因しない事由により生じた出展者及び

その関係者の損失又は損害（盗難、紛失、火災、損傷等）について、一切の責任を負わないもの

とします。  

(3) 事務局は準備から撤去までの全期間を通じ、警備会社と契約して会場の整理を行いますが、各

社ブース内の警備までは行いません。展示品の管理は、出展者の責任において行ってください。

主催者及び事務局は、展示品の損害、盗難、紛失、破損等につい一切責任を負いません。  

 

13 出展に関する基本情報  

(1) 出展事業者は、出展申込書の入力内容のうち、企業の概要、出展する製品、技術・サービス等

に関する内容等について主催者がホームページ・公式 SNS 等へ転載する事に同意するものとしま
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す。  

(2) 出展者は、出展の申込をもって、主催者が定める展示会の実施に係る規定を遵守することに同

意するものとします。  

(3) 出展事業者は、事務局が実施するアンケートを必ず提出するものとします。 

(4) 出展者は、主として企画・制作を行っており、知的財産権等の全てまたは一部を有し、ビジネ

ス展開に必要な決定権を有している製品、技術・サービス等のみを展示するものとします。 

(5) 出展者は、主催者に対し、自己の展示会出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特

許権、実用新案権、その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、速やかにその責

において第三者との紛争を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げないことに同意するもの

とします。  

(6) 団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展事業者に対する第三者からの知的財

産権侵害のクレームについて、前項と同様に同意するものとします。 

 

14 禁止事項  

円滑な運営を行うため、出展事業者は以下の事項及び主催者が故意な運営妨害ととらえる行為を禁

止いたします。  

(1) 法令または公序良俗に違反する行為  

(2) 犯罪行為に関連する行為  

(3) 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為  

(4) 主催者、ほかの出展事業者、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊

したり、妨害したりする行為  

(5) 主催者のサービス・運営を妨害するおそれのある行為  

(6) 不正アクセス、またはこれを試みる行為  

(7) 他の出展事業者に関する個人情報等を収集または蓄積する行為  

(8) 不正な目的を持って本サービスを利用する行為  

(9) 他の出展事業者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為  

(10) 他の出展事業者に成りすます行為  

(11) 主催者が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為  

(12) 面識のない異性との出会いを目的とした行為  

(13) 主催者のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為  

(14) 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など本事業とし

て適切でない行為と判断する行為 

(15) その他、主催者が不適切と判断する行為  

 

15 利用制限および登録抹消  

(1) 主催者は、出展事業者が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、出展事業者に

対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または出展事業者としての登録を抹消

することができるものとします。  
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a. 本規定のいずれかの条項に違反した場合  

b. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合  

c. 料金等の支払債務の不履行があった場合  

d. 主催者からの連絡に対し、一定期間返答がない場合  

e. その他、主催者が本サービスの利用を適当でないと判断した場合  

(2) 主催者は、本条に基づき主催者が行った行為により出展事業者に生じた損害について、一切の

責任を負いません。  

 

16 損害賠償  

(1) 出展事業者（従業者等、委託先等を含む関係者を含む）が、本展示会における出展に関連して

起こした障害、損害等について、主催者及び事務局は理由の如何を問わず、一切の責任を負いま

せん。  

(2) 本展示会で出展するコンテンツ等の権利処理については、出展事業者各自の費用と責任で行う

ものとします。また天災その他の不可抗力により発生した事故（盗難、紛失、火災、損傷等）に

ついては、主催者及び事務局は賠償の責を負いません。  

(3) 出展事業者は主催者に対し故意、過失問わず損害を与えた場合、すべての責任を負うこととし、

相応の賠償を行うこととします。  

(4) 出展事業者は、自己の責任において自社情報や展示物を公開するものとし、それらを用いて主

催者が行う広報活動等において損害が生じた場合について、主催者及び事務局は一切の責任を負

わない事とします。 

(5) 主催者はやむを得ない事由がある場合、出展事業者を募集する際に公開した情報の一部を変更

する場合があり、その場合でも主催者は一切の責任を負わない事とします。  

(6) 主催者は主催者が提供する出展環境(ツールや施策含む)に関して、出展事業者側の都合により

一部または全部を活用できなかった場合でも、一切の責任を負わない事とします。  

 

17 本展示会の中止・変更  

(1) 以下の場合により、主催者は本展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した

場合、展示会を中止、会期の短縮および会期日程を変更することがあります。ただし、この場合

には、事務局が既に受領した出展料金は、原則出展事業者へ返金しません。  

なお、出展事業者が上記の各事由に基づく本展示会の延期、会期変更又は中止によって損害を

被った場合でも、主催者及び事務局は出展事業者に対し何ら責任を負わないものとします。  

a. 本展示会が開催される土地建物が利用できなくなった場合及び開催に不適切と主催者が判断し

た場合  

b. 本展示会に係わるコンピュータ・システムの点検を緊急に行う場合  

c. コンピュータ、通信回線等が事故などを理由に停止した場合  

d. 政府、行政および公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止   

検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合  

e. 不可抗力的事由により開催ができなくなった場合若しくは開催が適切ではないと主催者が判断
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した場合  

(2) 前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、感染症の大

規模流行、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその

他、主催者の責任と言えない事由を指します。  

(3) 申込者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものと

する。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出展事業

者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。  

(4) (1)の理由により、東京ビッグサイトにおける展示会の開催を会期前に中止し、オンライン展示

会のみ開催した場合、出展者が支払った出展料金のうち、オンライン展示会相当金額及びオプシ

ョン金額を差し引いた残りの金額を返金するものとします。ただし、令和６年１月２６日以降に

(1)の事由により中止となった場合は返金しないものとします。  

 

18 反社会的勢力の排除  

(1) 出展事業者は、現に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 2 条に規定する暴力

団・暴力団員・暴力団関係団体・関係者等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、

その他これらに準ずる者（以下、「反社会的勢力」という。）ではないこと、または過去において

も反社会的勢力ではなかったことを表明・保証するものとします。  

なお当該反社会的勢力には『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』『組織的

な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』の規制対象となるものを含みます。主催者は、

出展者が反社会的勢力と判明した場合、何ら催告を要しないで、出展を取消します。 

(2) 主催者は、前項の規定により出展契約を取消した場合、これによって生じた主催者の損害を当

該出展者に請求することができます。  

(3) 主催者は、(1)の規定により出展を取消した場合、これによって当該出展者に損害が生じても一

切の責任を負いません。  

 

19 その他  

(1) 主催者又は運営事務局と出展事業者、来場者（視聴者）、関係者との間で解決できない事項が発

生した場合、主催者所在地の裁判所に裁定を委ねます。  

(2) その他、展示会の運営詳細は後日送付する出展事業者マニュアル（詳細スケジュール・事前セ

ミナー等のご案内全般）及び出展事業者説明会によってお知らせします。 

 

<個人情報の取り扱いについて>  

ＸＲ・メタバース等産業展 2024 実行委員会（以下、「実行委員会」という。）では、個人情報の収

集・利用・管理について、次のとおり適切に取り扱うとともに、安全性を確保するために次の取り組

みを実施する。 

１ 個人情報の保護に関する法令等の遵守 

  実行委員会にて企画・実施する展示会（以下、「展示会」という。）の実施にかかる個人情報の

取り扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関係法令を遵守する。 



 

18 

 

  ２ 実行委員会としての責務 

  個人情報を収集する際は、その収集目的を明示し、目的を達成するために必要な範囲内で行う

ことを明らかにした上で、本人の意思による情報の提供を受けることを原則とする。 

また、個人情報の収集目的を超えた実行委員会内における利用及び委員会以外の者への提供は、

今後の展示会の開催にかかる案内や、実行委員会構成団体からの施策及びこれに関連する内容の

案内・照会等の場合を除き、一切行わない。 

 

３ 個人情報の安全管理措置の徹底 

  個人情報を取り扱う情報管理の責任者を置き、個人情報保護のための適切な管理に取り組む。 

また、提供を受けた個人情報を漏えい、盗難、紛失、破壊等から保護し維持するため、適切な

対策を講じる。 

４ その他個人情報の取り扱いに関する事項 

本人から自己の個人情報について開示または利用停止を求められた場合及び開示の結果、誤っ

た情報があり、訂正または削除を求められた場合は遅滞なく対応する。 

また、海外に在住する個人の情報の取り扱いについては、その個人が在住する現地の法律等に

準ずる対応に努めることとする。 

実行委員会委員・事務局及び関係機関のすべての者に対してこの方針を徹底し、セキュリティ

意識の向上を図る。 

 

<問合わせ先について>  

〇出展など運営全般に関することは、下記までお問い合わせください。  

ＸＲ・メタバース等産業展 2024 実行委員会運営事務局  

TEL : 050-8892-0260 Mail : info@xr-meta-biz.tokyo  

対応時間 10:00-18:00 ※土日祝・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く  

 

〇個人情報に関する問い合わせについては、下記までお問い合わせください。  

ＸＲ・メタバース等産業展 2024 実行委員会事務局（東京都産業労働局商工部経営支援課）  

TEL:03-5320-4887  

対応時間 10:00-18:00 ※土日祝・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く 

 


